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『横手市生涯学習活動推進団体』

サークルの皆さまにおかれましては、説明会などで既
にご存知かと存じますが、令和2年9⽉1⽇から新たな使
⽤料の減額・免除に関する制度が運⽤されます。これに
伴い、引き続き使⽤料の減額・免除を希望する場合は新
たに登録手続きが必要となります。登録後は『横手市生
涯学習活動推進団体』と認定され新しい制度が適⽤され
ます。申請は栄公⺠館窓⼝で受付しております。申請書
類等準備しておりますので、ご不明な点は栄公⺠館まで
お問い合わせください。（☎ 33-5320）

申請受付中です

＜申請書類＞ ①登録申請書「横手市⽣涯学習施設使⽤料減額・免除団体登録申請書」
②役員・会員名簿
③活動事業報告書・会計報告書 または 事業計画書・予算書
④規約（会則）

※以上、4種類です。各種記⼊例も⽤意しておりますのでご活⽤ください。

地域住⺠の⽅のボランティアで毎
年「さかえ館」の⽞関が花で彩られ
ています。花は心を豊かにし癒しを
与えてくれる大切な存在です。感謝
の気持ちで大切にしましょう。

栄公民館から 「お知らせ」

①「さかえ館」は、5/21より通常どおり開館しており
ます。

②施設の使⽤の際は、
・マスクの着⽤、丁寧な手洗い、
手指の消毒

・「三つの密」を避ける
・体調不良の⽅の利⽤の⾃粛 等
感染対策として、上記の対応にご協⼒願います。

③除菌水の配布について
・公⺠館での配布は５⽉末で終了しました。
・６⽉より、本庁並びに地域局庁舎（条⾥南庁除く）
で平⽇のみ配布しています。

④今年度より「さかえ館使用許可申請書」の申請者欄
に印鑑（ｼｬﾁﾊﾀ不可）が必要となりました。
申請時には、お忘れのないようお願いいたします。



「新型コロナウイルス感染症」の感染予防・拡大防止として、栄婦人会の皆さんがマスク作りを
⾏いました。裁断・縫製・アイロンがけと流れ作業もスムーズで普段のチームワークの良さが感
じられました。愛情込めて作られたマスクは小学生の皆さんに贈られるそうです。
栄婦人会の皆さん、お疲れさまでした。

栄婦人会の皆さんの

さ・か・え

栄地域の名所や風景を紹介するコーナー
が始まりました。初回は「大屋沼」に出没。
新緑の頃、風光明媚な大屋沼から⾒下ろす
大屋地区はとても美しかったです。大屋沼
は元和年間（1615年〜1623年）農業⽤⽔
の確保のために築かれ、地域の貴重な沼と
して今も大切に守られています。

⽔田に⽔が張って田植えが間近の頃でした。

沼の周囲は約4キロ。大屋梅保存会により周囲
には大屋梅が植樹されています。
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中山さんの芝桜

大屋寺内の中⼭由夫さん宅の芝桜が今年も⾒事に咲いていました。
⼿⼊れの⾏き届いた芝桜は中⼭さんご夫婦の愛情の賜物です。地⾯を覆
いつくすように咲くピンクや白の可愛い花が、心を和ませてくれました。

撮影時も丁寧にお⼿⼊れ
されていました。


